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2018 年 09 ⽉ 28 ⽇ 
 

「 屋外警報装置等の技術基準検討会(第２回)」概要 
 
 
平成 30 年 9 ⽉ 28 ⽇に「屋外警報装置等の技術基準検討会 (第 2 回)(事務局：消防庁予

防課)」が開催され、屋外警報装置等に係る性能基準の検討がなされました。 
FESC が当該検討会を傍聴し、その内容について以下の通り概要を作成しましたので、皆

様の業務にお役⽴てください。 
 

1.第 2 回検討会での検討項⽬  
  （1）第 1 回議事要旨（案）について 
  （2）屋外警報装置等に求める性能について 
  （3）屋外警報装置等の検証実験（案）について 
  （4）その他 
 
  2.配布資料 
  ・資料１ 配席図 

   ・資料２ 第 1 回議事要旨（案） 
   ・資料３ 屋外警報装置等に求める性能（⽂献調査及びヒアリング）について 
   ・資料４ 屋外警報装置等の検証実験（案） 
   ・参考資料１ 住宅⽤⽕災警報器の警報⾳の聞こえ⽅に関する検証（東京消防庁技術

安全所報 47 号） 
   ・参考資料２ 全国環境研協議会騒⾳調査⼩委員会「騒⾳の⽬安」作成調査結果につ

いて【全国環境研会誌 Vol.34（2009）】 
   ・参考資料３ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝを踏まえた⽕災警報設備等の導⼊・普及のあり⽅に関す

る報告書（平成 23 年 3 ⽉：聴覚障害者に対した⽕災警報設備のあり
⽅に関する検討会）【抜粋】 

 
3.検討概要 

（1）第 1 回議事要旨（案）について 
事務局より、資料２に基づき第 1 回議事要旨（案）の読上げがあり確認・承認

された。 
 

（2）屋外警報装置等に求める性能（⽂献調査及びヒアリング）について 
 ＜概要＞ 

・屋外警報装置等の性能の基準を定めるにあたり、関連する設備等の基準に関し⽂
献調査、関係団体へのヒアリング調査を⾏った。 
・防犯警報⾳の規格では、⾳圧は設備の中⼼から前⽅ 1ｍ離れて 70 ㏈以上となっ
ている。 
・警告灯の規格では、10m 以上離れた距離で 10,000 ㏓（夜間のみ）⼜は 40,000
㏓の周囲照度で視認しうることとなっている。 
・海外規格においては、⽶国 NFPA の⽕災警報器の基準では「環境騒⾳＋15 ㏈か
環境騒⾳＋５㏈で 60 秒間継続」、英国 BS の⽕災感知器及び⽕災警報システム設置
メンテナンス基準では「環境騒⾳ 60 ㏈以上の場所では環境騒⾳＋５㏈」となって
いる。 
・東京消防庁の住警器の聞こえ⽅に関する検証結果より、⾳声警報の⽅が⽕災と認
識されやすいこと、警報を聞いた通⾏⼈が場所を特定して初動対応につなげるのを
想定すると、10m 程度の距離から有効に聞こえる⾳圧が必要であるとした。 
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・⼀般的な⼾建て住宅地域の騒⾳レベル調査結果から、地⽅都市の騒⾳が昼間 45
㏈、夜間 39 ㏈と最も⾼く、⾳圧と距離の関係から 70 ㏈の⾳圧であれば、昼間は
10m、夜間は 20m 程度の距離まで有効な警報⾳が届くことが分かった。 
・関係⼯業会のヒアリング結果では下記の意⾒が出された。 

①来客がインターホン操作中に警報⾳が鳴ると、来客の聴覚に影響を与える可能
性があるため「前⽅ 1m 離れた地点で計測した値が 70 ㏈以上」が限度である。 

②光警報については光量などを基準化されると簡易的な製品ができにくくなるこ
とから任意としたい。 

③作動表⽰灯については必須ではないと考えるが、基準を定める場合には⼾外表
⽰機の基準に準じたものにしていただきたい。 

    ＜主な意⾒等＞ 
    ・光警報を任意としたいとのことだが、カメラ付きのインターホン等で夜間等に光

源となるようなライトはないのか？ 
    ⇒夜間に来客を照らしてカメラの視認性を⾼めるためのものはあるが、緩やかな光

であり、どちらかというと作動表⽰灯に近いものである。 
    ・作動表⽰灯は必須ではないとのことだが、70 ㏈以上の⾳は 1 分程度で⽌まって

しまう。表⽰灯がずっと点いていれば場所の特定に有効であることから、必須とし
てしまってよいのではないか。 

    ⇒場所の特定がしやすくなるのであった⽅が良い。現在販売中のカメラ付き⼾外表
⽰機の来客を照らす照明で代⽤できるが、⽩⾊ LED なので、⼾外表⽰機の基準であ
る⾚⾊を満たさない。基準を定めるのであればそのあたりを考慮していただきたい。 

    ・警報⾳は 1 分間で⼗分か？1 分では気付かない可能性がある。また、作動表⽰灯
については⽩⾊の⽅が遠くに届きやすく、⾚にこだわる必要は無いのではないか。 

    ⇒1 分で⼗分ということではなく、1 分以上の鳴動としたい。また。作動表⽰灯の
⾊は⽩でも可という⽅向にしていきたい。 

    ・耐候性の基準はつくるのか？ 
    ⇒耐候性までは作らないが、防⽔性については基準を定める。 
    ・⾳声警報のメッセージ内容については幅を持たせてほしい。「⽕事です」よりは「警

報器が作動しました」のような柔らかい表現の⽅が良い。 
    ⇒メッセージ内容を固定化する必要は無いと考えている。内容については今後相談

させていただきたい。 
 

（3）屋外警報装置の検証実験（案）について 
 ＜概要＞ 
 ・⼀般的な住宅街を想定して住宅展⽰場で実施する。 
 ・11 ⽉から 12 ⽉頃の⽇中とし、悪天候の際には実験を⾏わず、実験にあわせて気

象状況や周囲の騒⾳等を測定する。 
 ・検証対象者は通⾏⼈を想定し 20 代から 60 代の男⼥で、視⼒・聴⼒等が⽇常⽣活

において⽀障が無い⽅を対象とする。 
 ・屋外警報装置から 50m 離れた位置から歩⾏させ、警報⾳等に気付いた位置を計

測する。 
 ・警報⾳は発⽣装置の位置の⾼さが 140cm±5cm になるように設置する。 
 ・⾳圧は、スピーカーの中⼼から 1m 離れた位置で、60 ㏈・70 ㏈・80 ㏈とする。 
 ・⾳の種類は、代表的な住宅⽤⽕災警報器の警報⾳（⾳声あり）とする。 
 ＜主な意⾒＞ 
 ・実験（案）画では屋外警報装置は⾨扉取付けられているが、実際は建物の⽞関に

あるのではないか？⼩松市でのモデル事業の時も⽞関先に取り付けていた。実態に
近い形で実施した⽅が良いのではないか？ 

 ⇒実情に即した形に⾒直す。 
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 ・実験では、⾳の⽅向を考慮した形で⾏うべき。 
 ⇒歩⾏者のアプローチの仕⽅を直線的でなく様々な⽅向から近づくように⼯夫する。 
 ・実験（案）では、住宅地の⾓地の家に設置する想定だが、宅地の真ん中あたりで

は聞こえ⽅が違うのではないか？ 
 ⇒想定できる条件についてはできる限り対応したい。 
 ・建物の出⼊⼝にある場合と⾨扉にある場合のパターンを、可能であれば両⽅実施

すべき。また、スピーカーの正⾯と横からでは聞こえ⽅が違うので、⽅向性も考え
るべき。 

 ⇒対応可能か検討したうえで実施したい。 
 ・検証時の⾳源は⽕災報知機⼯業会から借りるとして、スピーカーは実物を使うの

か？また基準の中ではスピーカーの種類等に触れるのか？ 
 ⇒現状は、⼀般的なスピーカーで⼀定の指向性があるものを使⽤する予定。現状で

はスピーカーの性能まで踏み込んだ基準にはしない予定。 
 ・現状の⼾外表⽰機のスピーカーの指向性を把握して、なるべく実機に近いものを

使⽤した⽅が良い。 
 ⇒⼾外表⽰機のスピーカーの指向性を確認する。 
 ・⾵⾬等の天候は今回は考慮しないのか？ 
 ⇒基準の中で転向を考慮するのはなかなか難しいため、今回の実験は⼀般的な条件

で実施する。 
 ・光警報については検証しないのか？あった⽅が覚知しやすい。また、検証後のア

ンケート等でも光警報に関する意⾒をもらった⽅が良い。 
 ⇒光警報の基準まではガイドラインに含めないので、今回は検証を⾏わない。確か

に光警報は有効であるが、作動表⽰も同じように有効と考える。アンケートに関し
ては、光警報があった⽅が有効かどうかという意味合いのものは⼊れられる。 

 ・今回検証を⾏う住宅展⽰場の、⾬天時等の騒⾳データもとっておいた⽅が良い。 
 ⇒普段は来客があり、⼈が多い状態なのでなかなか難しいかもしれないが、可能な

限り対応したい。 
  

 6.その他 
  本⽇の検討結果を踏また検証⽅法を改めて委員にメール等で展開する。 

第３回の検討会は、検証結果のとりまとめの後、来年２⽉頃に開催される予定。 
以上 


